
登録検査業者のみなさまへ ｅ２建設荷役車両安全技術協会

省令改正（解体用機械追加）にともなう　　

特定自主検査業務の対応について
　省令等の改正の全般的な概要は厚生労働省作成のパンフレット「改正『労働安全衛生規則』か施行さ

れます」をご参照ください。このリーフレットでは登録検査業者か特定自主検杏（以下「特自検」という｡）

において省令改正に対応するポイントを解説しま可。

Ｉ特定自主検査対象機械の追加

　　平成２５年了月より特定自主検査（ぷ下「特自検」という｡）同家機禍の解体用機械に従来の「ツレーカ」に　

加えて「鉄骨切断磯」、「コンクリート圧砕機」、「解体用つかみ徊」の３機種（以下「追加齢体用咽械」というＪ　

か追加されました，これらの機械は年に１回、有沢格言による特目険を実施しなけれはなりません。

　(労働安全衛生規則　
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男１６７条、第１６９条の２）
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・追加解体用機械の検査業者検査を行うには？

　｜業廻規程をご確認＜ださい。

　　検画業者としての特定自主検悳は自らか定めた「業務規程」に基づき実施されるものです．したがって「追加　

解体用磯ＭJに関する下記の事項について「業務規程」に追加しておくことか必要です、

　ａ検査料金‥・追加解体用機械に関する検査料金を設定し、業務規程の料金表を変更しなけれ「まな

　　　　　　　　　りません。また、変更した料金表は、依騒音に判るように検査事務所に掲示します，

　♭記録表‥・描画で使用する記録表を「業務規程」で階定していない眉合は、変更する必要かあ

　　　　　　　　　りません。

業務規程を変更した場合は､遅滞なく所轄労働局長等へ変更報告をする必要があります。

　　　　　　　　　（労働安全衛生法５４祭の３、登録省令第１９条の19）

２検査員の特自検の資格をご確認ください。

　すでに検査事務所に「車両系建設機械（整地・運搬・積込み用・掘削用及び解体用）」の検査崖者検査員の百　

資格者か２名以上いる場合は、その検画事務所では検画業者検査が実施できます。

　なお、狸同協（けんにきょう）では物自廊こ関苓る法令改正内容の周知のための「実務研修『解体用機械（追　

加規制）コース』」を用意しました（詳細は裏面）、特自険有資格弓のカは受講されることをお奨めします，

３ 　「追加解体用機械の検査記録表」及び「アタッチメント検査済シール」をご用意ください。

理荷協（けんにきょう）では､「追加解体用機械の検査記録表」と「アタッチメント検査済シール」を頒布し

ます。匝用する記録表の組８せ等、詳細は裏面をご参照ください。

４解体用機械の使用者に対して省令改正を周知くださるようお願いします。

　追加解体用咄械は、いままで持白検刈象機械ではありませんでしたので、これらの機械をお便いの方Ｑに対

しては、今回の省令改正について周知していくことか必要で腰，そのたの、建司協作成のリーフレット「解体

用機械をご使用のみなさまへ」を活用して」いただくとともに、省令改正の内旨全般については厚生労働省作成

のパンフレット「改正?労陥安全菊生規則jが施行されます」を活用してください，なお、これらの資料は、

建荷協ホームページ（hup://www､sad.o「,」p/）よりダつンロードすることもできま怠、
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・公益社団法人建設荷役車両安全技術協会（略称「建荷協（けんにきょう）」）の動き　

建効協では、省令改正に対応し、「実務研修『ｇ体用機械（追加規制）コース』」の開発、「特定自主検　

返記録筏」おょぴ「アタッチメント検返済シール」の作成を行っております、

　●実務研修「解体用機械（追加規制）コース」

　重両系建設瑚械ぐ匝地・運搬・積込み用、掘削用及び解体用）の特定自主映画の検査者醤格をお持ちの検査者　

の方を対象に、追加解体用機械の労働安全所生規則及び特定自主検査指針の改正、険画方法等について実務研修　

を行います。実務研修の開催予定については匪宿りの建荷協支部へお問い合わせい茫だくか、建荷協ホームベー　

ジぐhttpl wwwsadorip）でご確認ください。

　●特定自主検査記録表追加解体用機械に迦応し砥検査記録表を用息しまし乙
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●アタッチメント検査済シール

　「アタッチメント検査済シール（以下「シール」という,）」は、特

定自主検査を実施した解体用機隔のアタッチメントに貼付し、検査を

実施したことを証する尼めのものです，

　このシールの貼付に法的皺務はありませんか、望ましい取殴いとし

て厚生労働省から下記要請を受けているものです。特目映実画時に依

頼書へ貼付についての理解をいただく必要かあります，

　検査完了後、依頼書に「記録表」、「特定自主検査済標章」と一緒に

本シールを渡してくだ･さい。

注）この件は、解体用咄械のみならす、取替え可能なアタッチメント

を穏する車両系建設唄吸にも図用されます，

　り一フレット「アタッチメント検査済シールのご案内」暗を利用し

て解体用機械を使用している巧へもＰＲをお願いします。

乙アタッチメント検査済シールヘ　　

ｉ案内検査、検画業唇検査共通

　　　　大小２種類あり

特定自主検査実施年月を記入し､アタッ

チメントの見易い箇所に貼付する。汚

損･破損の都度検査実施時期を確認して

貼替える。%4
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厚生労働省通達平成２５年６月３日付基皮具0603第１号

　「解体用準械等の安全対策の充実事項の周知等」こついて（要調）」の別紙「要請事項」より抜粋

　２車両系脛殴櫛脚石便用するポ笑徊の団体の一昭

　　会員事業場が、改正された労働安全吸生規則等の遵守に加え、次の安全対策を実施するよう周知啓発を行うこと.

　　（4）1年以内に行う定期自主検査C特定自主検査）を実施した喩両系建設機械については、当該検堕を行った年月を明　　

らかにすることかできる検垂橋梁を貼りＭけなけれぱならないか、取替え切能なアタッチメントにも、当該検査を実　　

施したことを匝するシールを貼るよう努めること、

・r検査記録表jおよびFアタッチメンﾄ検査済シールjのご鳶入は茜晋りの爆荷吻支蔡ら侭痢しつけ?遡い。
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